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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 ９ 

「税効果会計」 
 

３．税効果会計（続き） 
 

■税効果会計の計算 
 

税効果会計は、将来の会社の税金負担を減らす効果または増やす効果を財務諸表に計上することです。

そのための勘定科目が貸借対照表上の「繰延税金資産」と「繰延税金負債」であり、それらを計上する一

方で、損益計算書上の当期の法人税の金額を調整することによって、貸借一致の複式簿記が成り立って

います。では、繰延税金資産ないし繰延税金負債の金額はどのように算定するのかというと、計算自体は

簡単です。将来減算一時差異・将来加算一時差異に法人税率を乗じた金額です。 

 

例えば、従業員に対して定年時に支給するための退職給付引当金を、当期に 1百万バーツ引当したとし

ます。これに法人税率 20%を乗じた 20万バーツが繰延税金資産です。退職給付引当金の計上（繰入）は

将来減算一時差異です。課税所得の計算上は損金として認められないため、当期は会計上の利益に  

1 百万バーツを加算しなければなりません。その結果、課税所得に法人税率を乗じて計算される当期の

法人税は 20 万バーツ多く支払われることになります。その後、将来、引当の対象者が定年を迎え実際に

退職金が支払われた会計年度では、税務上損金として会計上の利益から1百万バーツ減算することが認

められるため、その時の法人税の支出を 20万バーツ減らすことができます。この将来の税金負担を 20万

バーツ減らす効果を貸借対照表に計上したのが繰延税金資産です。 

 

また、当期期首に車のファイナンスリースを 4 年 80 万バーツで組んだとします。ファイナンスリースは、  

会計上は実質的に固定資産の取得とみなされるため、80 万バーツを 5 年間で減価償却（＋利息相当額

の期間按分）します。一方、税務上は通常の賃貸借取引として扱われるため、毎年の支払リース料が基

本的に損金算入できます。つまり毎年の費用計上額は、会計上が 80万÷5年＝16万バーツ、税務上は

80 万÷4 年＝20 万バーツです。差額 4 万バーツが当期の課税所得の計算上減算できる将来加算一時

差異であり、それに法人税率 20％乗じた 0.8 万バーツが繰延税金負債になります。会計と税務の差額は

リース期間中毎年発生するため、毎年 0.8 万バーツを繰延税金負債として積み増していきます。将来の

税金負担が毎年 0.8 万バーツ増える効果を貸借対照表に計上したのが繰延税金負債です。4 年後の 

繰延税金負債の残高は 3.2万バーツに膨らみます。 

 

リース期間終了後の 5年目は、会計上は 4年目までと同じく 16万バーツが費用に計上されます。しかし、

税務上は損金として認められるリース料がもうありません。したがって 5 年目の課税所得の計算上、会計

上の利益に 16万バーツを加算しなければならず、法人税は 16万×20％＝3.2万バーツ増えることになり

ます。この 3.2 万バーツの法人税の増加分は、会計面からは 5 年目の利益に対応する法人税ではなく、 

4 年目までの利益に対応する法人税です。そこで 5 年目の会計上は、当該法人税の増加分を、4 年間 

累積してきた繰延税金負債残高と相殺することによって、法人税が利益と対応するように調整します。 
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■税効果会計の問題点 
 

税効果会計はタイだけでなく、日本の中小企業においても現状一般的ではありません。日本で「税効果

に係る会計基準」が公表されたのは今から 20 年近く昔の 1998 年になりますが、適用対象は上場企業と

会社法上の大会社であり、中小企業はそれらの関係会社を除き普通は関係ありません。中小企業に対し

ては現在、法的拘束力のない「中小会計指針」が公表されており、そこには税効果会計の章も設けられて

います。該当部分は 3 ページ程度にまとめられた簡素な内容です。しかし、適用する上で必要な社内の

確認事項が多く、特段簡便的と言えるものでもありません。経理業務にあまり時間も人員も割いていられ

ない多くの中小企業に税効果会計を普及させることは現実的に難しいと思います。 

 

また税効果会計は、一般的な経営感覚としても馴染みにくいのが難点です。税効果会計を勉強していく

と、次の素朴な疑問が生じます。 

 

繰延税金資産は本当に資産と言えるのか 

 

そもそも物理的価値も現金流入もない「効果」という概念的なものがなぜ資産になるのか。既述のとおり、

繰延税金資産は将来減算一時差異をベースに計算します。将来減算一時差異は、将来の課税所得の

計算上減算することによってその時の法人税支払額を尐なくする効果があるとは言え、むしろ目先の当

期の法人税支払額は加算によって増えています。会社にとって損益プラスマイナスゼロのはずなのに、

資産として計上されることに対して違和感を覚えるのは自然なことです。事実、繰延税金資産は、企業評

価を行う財務デューデリジェンスの世界では無価値扱いするのが普通です。会計基準にしたがって適切

に資産計上されていても、市場的な価値はないと考えられます。 

 

なお繰延税金負債については、将来会社が支払う法人税が増えるわけで、潜在的な債務として負債  

計上しておくことに異論は生じていません。 

 

将来効果がなかったらどうするのか 

 

税効果会計は、「将来の税金負担を軽くする効果がある」という前提の下、繰延税金資産の計上を認めて

います。「効果があるかどうかは将来になってみないとわからない」とか「来年になって効果がないことが判

明した」では、単純に架空資産の計上に直結します。そのため、減算一時差異が将来必ず使える状況で

なければ、繰延税金資産の計上は認められません。会計基準では、将来の税効果の実現可能性を確か

めるための諸条件を設定しています。実現のあやふやな繰延税金資産は即時全額費用処理です。 

 

税効果会計が日本で導入されたのはバブル崩壊時期でした。多くの銀行が多額の貸倒損失を抱え、BIS

規制（バーゼル規制）の達成に四苦八苦していました。所定の自己資本比率をクリアできない銀行は国

際金融取引ができなくなります。そこで有税の貸倒引当金を積み増す一方で、それを将来減算一時差異

として認識し繰延税金資産を計上する形で、自己資本比率をかさ上げして何とか逃げ切った銀行もあり、

当時政治・社会的大問題になりました。そのせいか税効果会計は、日本では今もどちらかと言うとイメージ

の良くない会計基準になっています。 

（次号に続く） 
 

  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 １０ 

「税効果会計」 
 

３．税効果会計（続き） 
 

■繰延税金資産の回収可能性 
 

繰延税金資産は、将来減算一時差異が本当に将来実現できる、本当に将来の税金負担を軽くすること

ができる範囲でのみ、資産として計上します。それを確かめるため会計基準で定められている手続が  

繰延税金資産の回収可能性の検討です。税効果会計の肝になります。 

 

■SME基準における繰延税金資産の回収可能性 
 

本章の冒頭で申し上げたとおり、SME 基準の税効果会計に関する部分は、フルバージョンの会計基準と

内容は実質的に同じです。繰延税金資産の回収可能性については、以下の 3点を検討することになって

います。 

 ① 十分な将来加算一時差異があり、将来減算一時差異の解消が予測される期間と同じ期間に 

解消されるかどうか。 

 ② 将来減算一時差異の解消が予測される期間と同じ期間に十分な課税所得を稼得する可能性

が高いかどうか。 

 ③ 適切な期間に課税所得を生じさせるタックスプランニングが実行可能であるかどうか。 

 

これらの意味するところは、将来減算一時差異が解消される時期、つまり法人税申告書上加算する時期

に、きちんと課税所得が発生して法人税を少なくする効果があるかどうかということです。もしその時期に

十分な課税所得が発生しなければ、将来減算一時差異を加算しても法人税自体がそもそも発生せず、

税効果が得られないという結末になってしまうため、資産として計上することは認められない、ということに

なります。 

 

実務上は、①は基本的に期待できません。単体決算において多額の繰延税金負債を計上するケースは

普通ないからです。また③も、タイの日系中小企業には馴染みません。ここでのタックスプランニングとは、

企業が特定の時期に計画的に課税所得を発生させることを言います。将来減算一時差異が解消する 

期間に、例えば所有する株式や土地を売却し、その売却益で課税所得を発生させ、税効果を実現させる

といった計画です。モノづくりとそれを支えるビジネスで成り立つタイの日系企業には無関係の話です。 

 

結論として、実際の繰延税金資産の回収可能性は、上記②の十分な課税所得を稼得する可能性が高い

かどうか、要は十分な利益が出て課税所得が発生するかどうかで判断します。具体的には、会社の利益

計画ありきであり、それが妥当かどうかを検討することになります。 

 



MOTHER BRAIN MONTHLY REPORT                   31 OCTOBER 2017 

TG - 8 

 
テラスグループ各社のサービスのご案内、各社の地図、月報購読・Q&Aサービスのお申し込みはこちらから→ http://www.tellusgp.com 

なお繰越欠損金も、将来減算一時差異のように将来の法人税負担を軽くする効果があるため、繰延税金

資産の対象になりえます。しかし会社が欠損金を抱えているということは、利益が出ていない＝課税所得

が発生していないということを示しており、普通に考えれば今後も課税所得が発生する可能性は高いとは

言えません。そこでSME基準ではフルバージョンの会計基準と同様に、①②③の他に以下の検討項目を

追加し、繰延税金資産としての回収可能性をより厳格な証拠をもって判断することを規定しています。 

 

 ④ 税務上の繰越欠損金は再発しそうもない特定の原因によって発生したものかどうか。 

 

フルバージョンの会計基準においては、当期または前期に損失を生じているにもかかわらず、現存の将

来加算一時差異を上回る将来の課税所得に依拠して繰延税金資産を計上している場合は、証拠の内容

を財務諸表の注記で記載することまで要求していますが、SME基準ではこの開示は割愛されています。 

 

■日本における繰延税金資産の回収可能性 
 

タイの会計基準も国際会計基準も、繰延税金資産の回収可能性に関する言及はこの程度です。実際の

回収可能性の判断は、各社の経営者の判断と監査人との個別折衝になります。一方、日本の会計基準も

①②③の基本的な考え方は同じなのですが、さらに細かい指針が用意されています。企業会計基準  

適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」です。この適用指針では、企業を5つ

の分類に区分し、その分類に応じて計上できる繰延税金資産の範囲を限定しています。 

 

【分類１】 以下のいずれも満たす企業。 

 （１） 過去（3 年）及び当期の全ての事業年度において、期末における将来減算一時差異を十分に

上回る課税所得が生じている。 

 （2） 当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。 

【分類 2】 以下のいずれも満たす企業。 

 （1） 過去（3 年）及び当期の全ての事業年度において、臨時的な原因により生じたものを除いた 

課税所得が、期末における将来減算一時差異を下回るものの、安定的に生じている。 

 （2）  当期末において、近い将来に経営環境に著しい変化が見込まれない。 

 （3）  過去（3年）及び当期の全ての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じていない。 

【分類 3】 以下のいずれも満たす企業。 

 （1） 過去（3 年）及び当期において、臨時的な原因により生じたものを除いた課税所得が大きく  

増減している。 

 （2） 過去（3 年）及び当期の全ての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じていない。 

【分類 4】 以下のいずれかで、翌期に一時差異等加減算前課税所得が生じることが見込まれる企業。 

 （1） 過去（3 年）又は当期において、重要な税務上の欠損金が生じている。 

 （2） 過去（3 年）において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れとなった事実がある。 

 （3） 当期末において、重要な税務上の欠損金の繰越期限切れが見込まれる。 

【分類 5】 以下のいずれも満たす企業。 

 （1） 過去（3 年）及び当期の全ての事業年度において、重要な税務上の欠損金が生じている。  

 （2） 翌期においても、重要な税務上の欠損金が生じることが見込まれる。 

（次号に続く） 

 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 １１ 

「税効果会計」 
 

３．税効果会計（続き） 
 

■日本における繰延税金資産の回収可能性 
 

企業会計基準適用指針では、前述の5つの企業分類別に繰延税金資産の計上範囲を定めています。 

 

【分類 1の企業】 

繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。 

→ 毎期十分な課税所得が発生している会社であれば、将来減算一時差異の使用に問題はなく、繰延税

金資産の全額を計上できます。 

 

【分類 2の企業】 

一時差異等のスケジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性

があるものとする。 

→ 課税所得が臨時的な損失で減っているものの、毎期ある程度発生している会社の場合は、一時差異

等の解消時期の計画を作る（スケジューリングと言います）ことで、繰延税金資産を計上できます。また

例外として、解消時期を特定できない将来減算一時差異について、将来いずれかの時点で損金算入

できる合理的な根拠があれば、繰延税金資産の計上が認められます（貸倒引当金の一般引当など）。 

 

【分類 3の企業】 

将来の合理的な見積可能期間（おおむね5 年）以内の課税所得の見積額に基づき、一時差異等のスケ

ジューリングの結果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。 

→ 課税所得が臨時的な損失を除いても毎期大きく増減している会社の場合、原則として 5年以内のスケ

ジューリングの範囲で繰延税金資産を計上できます。 

 

【分類4の企業】 

翌期の一時差異等加減算前課税所得の見積額に基づいて、翌期の一時差異等のスケジューリングの結

果、繰延税金資産を見積る場合、当該繰延税金資産は回収可能性があるものとする。 

→ 多額の繰越欠損金を有しているが、翌期は課税所得が発生すると見込まれる会社の場合は、将来減

算一時差異のうち翌期に使用可能な分だけ繰延税金資産を計上できます。 

 

【分類 5の企業】 

原則として繰延税金資産の回収可能性はないものとする。 

→ 多額の繰越欠損金があり、翌期も欠損金が発生する見込みの会社は、将来減算一時差異を使用する

ことは普通無理であるため、繰延税金資産は計上できません。 
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また、中小企業会計指針では、企業会計基準適用指針とは少し異なる４分類で規定されています。 

 

（１） 将来減算一時差異を十分に上回る課税所得を当期及び過去 3 年以上計上している場合は、回収

可能性があると判断する（適用指針の分類１と同じ）。 

 

（2） 過去の業績が安定していることから、将来も安定的な経常利益の計上が見込まれるが、将来減算一

時差異を十分に上回るほどの課税所得がない場合には、将来減算一時差異の合計額が過去 3 年

間の課税所得の合計額の範囲内であれば、回収可能性があると判断する（適用指針の分類 2 に類

似しているが異なる）。 

 

（3） 業績が不安定であり、将来減算一時差異を十分に上回るほどの課税所得がない場合又は税務上の
繰越欠損金が存在する場合であっても、最長 5年内の課税所得の見積額を限度として、合理的なス

ケジューリングに基づくものであれば、回収可能性があるものと判断する（適用指針の分類3と4を抱

き合せた感じだが異なる）。 

 

（4） 過去 3 年以上連続して重要な税務上の欠損金を計上し、当期も欠損金の計上が見込まれる会社及

び債務超過又は資本の欠損の状況が長期にわたっており、短期間に当該状況の解消が見込まれ

ない場合には、回収可能性はないと判断する（適用指針の分類 5 とほぼ同じ）。 

 

いずれの会計基準も、適用する会社毎に解釈がバラバラにならないようにするための日本的な実務上の

配慮なのですが、ご覧のとおり細かすぎる規定であるがゆえに、日本の会計基準は国際会計基準に対応

できていないとタイ人会計士には受け止められてしまっている典型例です。 

 

■タイにおける繰延税金資産の問題点 
 

そもそもタイの会社は、将来減算一時差異に該当する税務調整項目がほとんどありません。Addback 

Expenses（損金不算入費用）という勘定科目を多用していますが、これは永久差異であり、繰延税金資産

の対象にはなりません。タイの法人税確定申告書 PND50 の様式も、将来の加減算を想定した日本の別

表五（一）のような配慮はなく、税務調整は原則として永久差異を前提としているように見えてしまいます。 

 

タイの日系企業で一般的に該当する将来減算一時差異は「退職給付引当金」です。定年を迎えた従業

員や即時解雇事由以外の正当な理由で解雇した従業員に対して実際に支払った会計年度に、税務上

損金として減算することが認められます。それ以外の将来減算一時差異等については、タイで繰延税金

資産を計上することはあまりお勧めできません。 

 

例えば「貸倒引当金」は、貸倒償却の要件が厳しすぎて、それをクリアするには時間も費用もかかるため、

Addback Expensesで落としてしまうのが普通です。また「在庫引当金」は、対象在庫を原価割れで販売す

れば赤字分が否認されてしまいますし、廃棄する場合でも当局や監査人の立会い儀式の手間がかかる

ため、倉庫に放置したままにするか、否認リスク承知でスクラップ業者に引き取ってもらうことが多いです。

先に申し上げた税務調査による繰越欠損金の大幅カットのケースと同様、この国の税務調査の実態を見

ていると、繰延税金資産は限りなく架空資産の計上に近いような気がしています。 

（次号に続く） 
  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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 KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
 代表取締役社長 日本国公認会計士 長澤 孝人 

 

タイの日系中小企業会計 １２ 

「税効果会計」 
 

３．税効果会計（続き） 
 

■税効果会計に関する注記 
 

税効果会計の肝は繰延税金資産の回収可能性の検討と申し上げましたが、税効果会計を適用する上で

作業工数の観点から厄介なことがもう1つあります。いわゆる注記事項、つまり財務諸表の後の方で注記と

して開示する詳細情報の収集です。税効果会計に関する注記事項についても、SME基準において開示

が要求されているものはフルバージョンと大差なく、簡素化されているとは言い難い内容になっています。 

 

SME基準もフルバージョンも、日本の会計基準で定められている税効果会計の注記事項と比べ項目数は

多いです。しかし、その全ての項目を注記する必要があるケースは非常に稀であり、普通は日本とほぼ同

じような情報の開示になると思います。主に「繰延税金資産・繰延税金負債の発生原因別内訳」と、「法定

実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との差異原因の内訳」です。 

 

■繰延税金資産・繰延税金負債の発生原因別内訳 
 

BSに計上している繰延税金資産（及び繰延税金負債）について、発生した原因別に内訳を注記します。

すでにTFRSフルバージョンを適用しているタイの上場会社では、以下のような開示をしています。 

繰延税金資産・繰延税金負債の内訳 期首残高  
純損益に 

認識 
 
その他の包括

利益に認識 
 期末残高 

 千バーツ  千バーツ  千バーツ  千バーツ 

繰延税金資産        

棚卸資産評価引当金 200  40  -  240 

退職給付引当金 500  200  -  700 

税務上の繰越欠損金 4,000  （1,000）  -  3,000 

その他 50  10  -  60 

計 4,750  (750)  -  4,000 

繰延税金負債        

減価償却費差額 (550)  50  -  (500) 

計 (550)  50  -  (500) 

差引：繰延税金資産 4,200  (700)  -  3,500 

 

この表は、日本では法人税確定申告書の別表五（一）「利益積立金の計算に関する明細」から比較的簡

単に作成できます（繰越欠損金がある場合は別表七「欠損金の損金算入に関する明細書」も使います）。

別表五（一）はいわば一時差異の履歴表です。しかしタイの申告書にはそれに該当する表がありません。 
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税効果会計を適用する場合は、過去の申告書を遡って年度毎に一時差異等の発生・解消額を拾い上げ、

当年度に引き継がれるべき期首残高を集計する必要があります。しかも、過去に税務調査を受け修正申

告をしていた場合は、その申告書も見た上で当該残高を調整しなければなりません。全て手作業です。 

 

■法定実効税率と税効果会計適用後の法人税負担率との差異原因の内訳 
 

PL上の法人税についても以下の注記が必要です（数値例は前表と無関係）。日本では「税率差異分析」

と呼ばれています。 

税率差異分析 当期    前期   

 ％  千バーツ  ％  千バーツ 

税引前利益   50,000    20,000 

法定実効税率に基づく法人税 20.0  10,000  20.0  4,000 

非課税所得   (1,000)    (700) 

損金不算入費用   3,000    3,000 

BOI免税利益   -    (4,000) 

費用二重控除   -    (300) 

税務上の繰越欠損金   -    - 

その他   -    - 

税効果会計適用後の法人税 24.0  12,000  10.0  2,000 

 

この設例において、PL自体は以下のようになっていると仮定します。7月号の「税効果会計のコンセプト」

で記載したとおり、税効果会計を適用すると、理論上は各年度の法人税も税引後純利益も期間対応する

ことになります。つまり、「税引前利益×法人税率20%＝法人税」になるはずです。しかし、現実はそうなり

ません。その原因を明らかにするのが、税率差異分析の表です。 

損益計算書 当期    前期   

 ％  千バーツ  ％  千バーツ 

税引前利益   50,000    20,000 

法人税額（Current）   20,000    6,000 

法人税等調整額（Deferred）   (8,000)    (4,000) 

計：税効果会計適用後の法人税 24.0  12,000  10.0  2,000 

税引後純利益   38,000    18,000 

 

税率差異分析の注記は、税効果会計の実務で最難関の作業と言われています。と言うのも、一時差異と

は逆の観点から、税効果会計の対象にならなかったものを集計し、税効果会計全体の整合性を確保する

必要があるからです。具体的には、繰延税金資産・負債の対象とした一時差異等以外の税務調整額を申

告書から拾い上げ、その加減算がPL上の法人税（税効果会計適用後の法人税）に合致して初めて完成

します。税効果会計のコンセプトと自社の税務調整の特徴をきちんと理解したタイ人経理と監査人でない

と対応不可能であり、無限の決算遅延要因になりえます。原因が突き止められない場合、不明額を表中

「その他」に入れて逃げる手もありますが、税効果会計に対する内部統制としては不適切だと思います。 
 

  

 

KOISHIKAWA (THAILAND) CO., LTD. 
小石川会計事務所（経営管理及び監査業務） 

ジェトロバンコクの講師が直接、貴社の経営管理・財務管理を指導いたします 
来年もどうぞよろしくお願い申し上げます。良いお年をお迎えください。 

代表者： 長澤 孝人（日本国公認会計士） 

所在地： Room 2C, 1294 Sutthisan-Winitchai Road, Huay Kwang, Bangkok 10310（MRT スティサン駅徒歩 1 分） 

連絡先： 091-739-4777 または nagasawa@koishikawa.co.th 会社案内： http://koishikawa.p1.bindsite.jp/ 
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